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第6章 実施施策の内容
1 施策体系の整理（施策体系図）1 施策体系の整理（施策体系図）

当市では、基本理念に基づき、まず水道法に規定されている水道事業者の使命
である安全・安⼼な水を安定して供給することを確実に図っていきます。そのために
は、本市の最重要課題の1つである水源確保、安全・安⼼な水を担保する水質管
理、安定給水に向けた地域格差解消、危機管理等に取り組んでまいります。
また、将来を⾒据えた健全な事業経営を持続させるために、適正な人員配置を

含めた実践体制を構築し段階的なステップアップを図りながら、アセットマネジメント
の実践を中⼼とした取組みを推進し、経営資源（ヒト・モノ・カネ）が一体となった
経営基盤の強化に努めてまいります。
そして、事業実施にあたっては、これからも市⺠の皆さまから信頼される水道をめ

ざして、情報発信や環境に配慮した取組みを図っていきます。

①安全な水道サービスの確保①安全な水道サービスの確保

②持続可能な水道事業の実現②持続可能な水道事業の実現

③市⺠からの信頼の確保③市⺠からの信頼の確保

これを踏まえ、このビジョンにおける施策体系として、下記の順で優先度を明確に
した施策体系を構築します。
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2 具体取組2 具体取組
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第6章 実施施策の内容
3 指標一覧

※有効率の目標値について
有効率の目標設定にあたり、本市は厚⽣労働省が示す目標値に到達できていな

いため、まずは中期的な目標を90％とします。当⾯は、90％程度を維持するとと
もに、引き続き有効率の向上を目指し、システム構築や効果的な施設更新などを
計画的に進め、着実な向上を図ることとします。
⻑期的な目標については、厚⽣労働省通知の努⼒目標である「95％」を目指す

こととし、40年後には95％の目標値を達成することができるよう、⻑期的な視点を
もって効率的なハード整備やソフト対策を推進していきます。


